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全日本総合バドミントン選手権大会および国民スポーツ大会バ
ドミントン競技において、準々決勝からプレーヤーが着用する
ウェアは、マッチ中は色とデザインについては同じもの、または類
似したシャツショーツ（または同等の衣類）を着用しなければなら
ない。また、１マッチを通じて色の変更は認められない。

対戦相手のプレーヤー／ペアが明確に異なる色のウェアを着
用していない場合、本大会申し込み締め切り時のランキングの
低いプレーヤー／ペアが明確に異なる色のウェアを着用しなけ
ればならない。

両プレーヤー／ペアの直近のランキングが同じ、または順位が
付かない場合は、当該トーナメントの最新のランキングレポート
（シード順位）に記載されている順位の低いプレーヤー／ペアが
ウェアの色を変更しなければならない。

大会運営規程第23条 赤Ｐ140

着衣に関して

赤Ｐ*
大会運営規程第24条⑴ 赤Ｐ140

着衣に関して（上衣背面）

〔１〕ウェア（上衣）の背面には、上部より３箇所までの文字列の表
示と、中央部に背番号の表示、下部に広告帯の表示を認める。
なお、文字列と背番号の色は単一色ですべて同色とする。

①文字列各行の大きさは、それぞれ高さ６cm〜10cm、横30cm以

内とし、プレーヤー名、チーム名、スポンサー名、都道府県名等
を水平表示するものとする。ただし、プレーヤー名とチーム名な
ど、異なる項目を同一箇所に表示することはできない。また、文
字列にはロゴを含まないものとする。ただし、当該３箇所のうち最
下段には、広告帯の表示を認める。広告帯の表示はチーム名・
スポンサー名や広告のいずれかを表示することができる。（広告
帯にはチーム名、スポンサー名、広告に連動したロゴを含めても
よい。）また、広告帯は装飾文字を使用してもよく、単一色と限定
しない。

赤Ｐ*
大会運営規程第24条⑴ 赤Ｐ141

着衣に関して（上衣背面）

②プレーヤー名、チーム名等の表示が高さ６cm〜10cm、横30cm
以内の範囲に１行で表示ができない場合は複数行になっても構
わない。なお、その場合でも表示された複数行の文字列の高さ
の合計は６cm〜10cmとする。

③背番号を表示する場合は、文字列の下中央部に表示するもの
とし、大きさは高さ15cm以内、一桁横７cm以内とし、二桁以内と

する。なお、キャプテンマーク（アンダーバー）を表示する場合は、
その範囲内とする。

④文字列、背番号は視認性の高い文字（楷書体・明朝体または
ゴシック体のような文字）、数字（算用数字）を使用し、文字、数字
の色は上衣背面の文字列、背番号表示部分の色と明確に区別
できる色とする。

＊ アルファベットを用いる場合は、大文字を使用することを推奨

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ195

着衣に関して（上衣背面） 赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ195

着衣に関して（上衣背面）
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赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ196

着衣に関して（上衣背面）
上衣背面

背番号 ２桁以内
縦１５㎝以内 １桁横７㎝以内

１行の大きさ
高さ６㎝～１０㎝ 横３０㎝以内
異なる項目を同一行に表示出来ない

チーム名・スポンサー名・広告

広告帯の表示は チーム名・スポンサー名や
広告のいずれか。（広告 帯にはチーム名、ス

ポンサー名、広告に連動したロゴを含めても
よい。）また、広告帯は装飾文字を使用しても
よく、単一色と限定しない。

広告帯の表示が可。広告帯の表示は チーム
名・スポンサー名や広告のいずれか。（広告

帯にはチーム名、スポンサー名、広告に連動
したロゴを含めてもよい。）また、広告帯は装
飾文字を使用してもよく、単一色と限定しない。

当該３箇所のうち最下段

背面（例）
２行目広告帯(高さ6～10、横30cm以内)
裾の広告帯(高さ10cm横40cm以内)

チーム名・スポンサー名・広告

☆IWAKUNI

☆IWAKUNI ６ｃｍ以上

１０ｃｍ以内

→30cm以内 ←→30cm以内 ←→30cm以内←参考例

チーム名プレーヤー名プレーヤー名
6cm～
10cm

都道府県名チーム名チーム名
6cm～
10cm

スポンサー名スポンサー名都道府県名
6cm～
10cm

５15cm以内

→一桁7cm以内←

チーム名チーム名プレーヤー名

スポンサー名チーム名

５スポンサー名

     が広告帯の例

→30cm以内←→30cm以内←→30cm以内←

チーム名スポンサー名名前 チーム名
6cm～
10cm

都道府県名都道府県名スポンサー名
6cm～
10cm

スポンサー名チーム名都道府県名
6cm～
10cm

５５11515cm以内

番号の位置が
違う

表示順が違う
番号の位置が

中央でない

1行に２項目
番号が３桁

認められない例（背面）

2009年6月28日日本協会（ＢＡＪ）より
順序は①プレーヤー名 ②チーム名 ③都道府県 ④スポンサー名

赤Ｐ*
大会運営規程第24条⑵ 赤Ｐ141

着衣に関して（上衣前面）

〔２〕ウェア（上衣）の前面には、広告帯の表示と、前番号の表示
を認める。

①広告帯の表示は、高さ10cm、横40cmの範囲内に収まるものと
する。

②前番号はウェア（上衣）前面の胸下に背番号と同一番号をつ
けるものとする。大きさは高さ８cm以内、一桁横４cm以内とし、二

桁以内とする。なお、キャプテンマーク（アンダーバー）を表示す
る場合は、その範囲内とする。

→ 40cm ←→ 40cm ←→ 40cm ←
広告スポンサー名チーム名10cm

５５５8cm以内
番号

→一桁4cm以内←
番号

→一桁4cm以内←
番号

→一桁4cm以内←
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赤Ｐ*
大会運営規程第24条⑶ 赤Ｐ141

着衣に関して（上衣前面）

〔３〕ウェア（上衣）には、左袖、右袖、左肩、右肩、左襟、右襟（襟のない場合は襟にあ
たる位置）、左胸、右胸、胸中央の９カ所に、製造メーカーロゴを含め広告等を表示す
ることができる。ただし、１ヵ所に表示できるものは１つまでとし、１つの表示の大きさは
20㎠以内（１つだけは50㎠以内でも可）とする。

＊広告等とは、スポンサーロゴ、スポンサー名、チームロゴ、チーム名、都道府県名、
ブランド名等々である。

４０ｃｍ
１０ｃｍ

前番号 ２桁以内
縦８㎝以内 １桁横４㎝以内

の９ヵ所に製造メーカーのロゴを含め広告
等を表示できる。（１ヵ所に１つまで）
大きさは２０㎠以内（１つだけは５０㎠も可）
※スポンサーロゴ、スポンサー名、チームロゴ、

チーム名、都道府県名、ブランド名等々

上衣全面

連盟への確認が必要

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ194

着衣に関して（上衣前面）

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ194

着衣に関して（上衣前面） 上衣前面

赤Ｐ*
大会運営規程第24条⑷⑸⑼ 赤Ｐ141

着衣に関して（下衣、ソックス）

〔４〕プレーヤーのショートパンツ、スカート、ワンピースの前面底
部に、ロングパンツは前面の太もも上部に相当する高さに、製造
メーカーロゴを含め広告等を左右それぞれ２つまで表示すること
ができる。１つの表示の大きさは20㎠以内とする。番号を表示す

る場合、背番号と同一番号とする。なお、キャプテンマーク（アン
ダーバー）も表示する場合は、その範囲内とする。

〔５〕各ソックス（対の一つ）には製造メーカーロゴを含め広告等を
２つまで表示することができる。１つの表示の大きさは20㎠以内
とする。プレーヤーがソックスに加え、圧縮/サポートソックス等を
着用する場合には各脚/足には合計２つまで製造メーカーロゴを

含め広告等を表示することができる。（サポータなどの医療用具
の製造メーカーロゴはその数に入れない）

〔９〕機能性表示（10㎠以内）は広告等の数に含まず３つまでとし、
表示場所は指定しない。

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ197

着衣に関して（下衣）

＊ワンピースについてはウエストより下の部
分とする。（ウエストとは肋骨の一番下の部分
の高さで胴体周りの仮想の線とする）
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縦８㎝以内 １桁横４㎝以内

の９ヵ所に製造メーカーのロゴを含め広告
等を表示できる。（１ヵ所に１つまで）
大きさは２０㎠以内（１つだけは５０㎠も可）
※スポンサーロゴ、スポンサー名、チームロゴ、

チーム名、都道府県名、ブランド名等々

上衣全面

連盟への確認が必要

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ194

着衣に関して（上衣前面）

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ194

着衣に関して（上衣前面） 上衣前面

赤Ｐ*
大会運営規程第24条⑷⑸⑼ 赤Ｐ141

着衣に関して（下衣、ソックス）

〔４〕プレーヤーのショートパンツ、スカート、ワンピースの前面底
部に、ロングパンツは前面の太もも上部に相当する高さに、製造
メーカーロゴを含め広告等を左右それぞれ２つまで表示すること
ができる。１つの表示の大きさは20㎠以内とする。番号を表示す

る場合、背番号と同一番号とする。なお、キャプテンマーク（アン
ダーバー）も表示する場合は、その範囲内とする。

〔５〕各ソックス（対の一つ）には製造メーカーロゴを含め広告等を
２つまで表示することができる。１つの表示の大きさは20㎠以内
とする。プレーヤーがソックスに加え、圧縮/サポートソックス等を
着用する場合には各脚/足には合計２つまで製造メーカーロゴを

含め広告等を表示することができる。（サポータなどの医療用具
の製造メーカーロゴはその数に入れない）

〔９〕機能性表示（10㎠以内）は広告等の数に含まず３つまでとし、
表示場所は指定しない。

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ197

着衣に関して（下衣）

＊ワンピースについてはウエストより下の部
分とする。（ウエストとは肋骨の一番下の部分
の高さで胴体周りの仮想の線とする）
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〔３〕ウェア（上衣）には、左袖、右袖、左肩、右肩、左襟、右襟（襟のない場合は襟にあ
たる位置）、左胸、右胸、胸中央の９カ所に、製造メーカーロゴを含め広告等を表示す
ることができる。ただし、１ヵ所に表示できるものは１つまでとし、１つの表示の大きさは
20㎠以内（１つだけは50㎠以内でも可）とする。

＊広告等とは、スポンサーロゴ、スポンサー名、チームロゴ、チーム名、都道府県名、
ブランド名等々である。

４０ｃｍ
１０ｃｍ

前番号 ２桁以内
縦８㎝以内 １桁横４㎝以内

の９ヵ所に製造メーカーのロゴを含め広告
等を表示できる。（１ヵ所に１つまで）
大きさは２０㎠以内（１つだけは５０㎠も可）
※スポンサーロゴ、スポンサー名、チームロゴ、

チーム名、都道府県名、ブランド名等々

上衣全面

連盟への確認が必要

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ194

着衣に関して（上衣前面）

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ194

着衣に関して（上衣前面） 上衣前面

赤Ｐ*
大会運営規程第24条⑷⑸⑼ 赤Ｐ141

着衣に関して（下衣、ソックス）

〔４〕プレーヤーのショートパンツ、スカート、ワンピースの前面底
部に、ロングパンツは前面の太もも上部に相当する高さに、製造
メーカーロゴを含め広告等を左右それぞれ２つまで表示すること
ができる。１つの表示の大きさは20㎠以内とする。番号を表示す

る場合、背番号と同一番号とする。なお、キャプテンマーク（アン
ダーバー）も表示する場合は、その範囲内とする。

〔５〕各ソックス（対の一つ）には製造メーカーロゴを含め広告等を
２つまで表示することができる。１つの表示の大きさは20㎠以内
とする。プレーヤーがソックスに加え、圧縮/サポートソックス等を
着用する場合には各脚/足には合計２つまで製造メーカーロゴを

含め広告等を表示することができる。（サポータなどの医療用具
の製造メーカーロゴはその数に入れない）

〔９〕機能性表示（10㎠以内）は広告等の数に含まず３つまでとし、
表示場所は指定しない。

赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ197

着衣に関して（下衣）

＊ワンピースについてはウエストより下の部
分とする。（ウエストとは肋骨の一番下の部分
の高さで胴体周りの仮想の線とする）

43 44

45 46

47 48
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赤Ｐ*
ビジュアルガイド 赤Ｐ197

着衣に関して（ソックス等） 赤Ｐ*
公認審判員規程第５条１２項⑻ 赤Ｐ106

着衣に関して（コーチ）

〔８〕コーチは、コートサイドでマッチにふさわしい服装で臨むこと。
例えば、チームユニフォーム、シャツ、ポロシャツ、ブラウス、長ズ
ボンまたはスカートとし、ジーンズやビーチサンダル、バミューダ、
ショーツ、スリッパ、サンダルは禁止とする。

その適否判断は大会レフェリーに委ねるものとする。

コーチはコーチにふさわしい服装であり

プレーヤーにふさわしい服装ではない

審査合格品ならよいとはならない。

赤Ｐ*
公認審判員規程第５条１２項⑻ 赤Ｐ106

着衣に関して（コーチの七分丈長ズボンについて）

七分丈長ズボンについての適否判断は大会レフェリーに委ねる
ものとする。

→近年はエアコンで温度調整しているため認めていない

Ｔシャツ

チームＴシャツ・当該大会記念Ｔシャツ

七分丈のバミューダやショートパンツ

コーチの、Ｔシャツ（半袖・長袖）について

赤Ｐ*
大会運営規程第3条第5項⒁ 赤Ｐ81

プレーヤーとコーチの管理

〔14〕レフェリーは、もし必要な場合、プレーヤーの服装規程の遵
守に関しての（違反かどうか等）決定をくだす。

①レフェリーは、プレーヤーの服装規程の遵守に関して違反かど
うか確証がない場合、その該当のプレーヤーの服装について認
めるものとする。しかし、その該当プレーヤーの服装の写真を撮
り、大会後本会に確認の意味で報告する。

②レフェリーは、プレーヤーや監督・コーチの服装が違反してい
た場合、その処置の判断も含めて、本会に報告する。

赤Ｐ*
大会運営規程第3条第7項⑷ 赤Ｐ87

大会後のレフェリーの業務

〔４〕レフェリーは、大会後２週間以内にレフェリー報告書を本会に
提出する。

①レフェリー報告書は大会に関するすべての詳細事項が記載さ
れていなければならないが、のちに同様の大会が開かれる場合
に参考となる特筆すべき情報については記載するものとする。

②レフェリーは、レフェリー報告書を作成する場合、デピュティー
レフェリーと相談・協議をする。しかし、報告書提出の期限や内容
についてはレフェリーの責任に帰するものとする。

提出先：日本バドミントン協会

宛先：坂本恵美 e-sakamoto@badminton.or.jp
 Ｃｃ：齊藤篤司 a-saito@badminton.or.jp
   Ｃｃ：上田敏之 tosi.uedabad529@gmail.com

BAJルールブック2026に関する共通理解

ありがとうございました。
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